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規 則

北海道行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１０月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第７９号

北海道行政組織規則の一部を改正する規則
北海道行政組織規則（昭和４１年北海道規則第２１号）の一部を次のように改正する。
第５条第３項の表法人局の項の次に次のように加える。

政 策 局 人口減少問題対策室

第７条第３項の総務部法人局大学法人室の事項の次に次の１事項を加える。
総合政策部政策局人口減少問題対策室
人口減少問題対策に係る総合的な企画及び推進に関すること。
附 則

この規則は、平成２６年１１月１日から施行する。

北海道財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１０月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第８０号

北海道財務規則の一部を改正する規則

北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）の一部を次のように改正する。
第８２条中「報償費」の次に「、旅費、役務費、委託料、著作権の使用料」を加え、同条第
１号中「に係る所得税」の次に「及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため
に必要な財源の確保に関する特別措置法（平成２３年法律第１１７号）に基づく源泉徴収に係る
復興特別所得税（第１６７条第３項第２号において「源泉徴収に係る所得税等」という。）」
を加える。
第８９条第２項第７号中「以外のものについては」を「もののほか」に改め、同号を同項第
８号とし、同項第６号の次に次の１号を加える。
� 控除額のある給与等については、控除額の内容を明らかにした決定書その他の関係書
類
第１６７条第３項第２号中「方法」の次に「並びに源泉徴収に係る所得税等を控除する場合
はその旨及びその方法」を加える。

附 則

１ この規則は、平成２６年１１月４日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道財務規則第１６７条第３項の規定は、この規則の施行の日
以後において行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日
前において行われた契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第７２８号

平成１６年北海道告示第４４８号（特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札を実施
する場合の条件等の北海道告示登載事項）の一部を次のように改正し、平成２６年１１月４日以
後において行われる入札の公告又は公示について適用する。
平成２６年１０月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
４の事項中�を�とし、�から�までを�から�までとし、�の次に次のように加える。
� 給与所得に係る所得税等の控除
契約の相手方が個人である場合にあっては、この契約に係る契約代金は、所得税法
（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得に該当するので、その支払に
当たっては、同法第１８３条第１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施する
ために必要な財源の確保に関する特別措置法（平成２３年法律第１１７号）第２８条第１項に
基づき所得税及び復興特別所得税を控除して支払う。

� 報酬、料金等に係る所得税等の控除
契約の相手方が個人である場合にあっては、この契約に係る契約代金は、所得税法
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（昭和４０年法律第３３号）第２０４条第１項各号に規定する報酬、料金等に該当するので、
その支払に当たっては、同項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため
に必要な財源の確保に関する特別措置法（平成２３年法律第１１７号）第２８条第１項に基づ
き所得税及び復興特別所得税を控除して支払う。
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